
令和２年４月３０日 

 

保護者の皆様へ 

 

廿日市市立阿品台東小学校 

校  長   堀  啓一 

 

臨時休業延長に係る学習課題等について 

 

 標題の件については，４月２８日（火）に休業延長について緊急メールでお知らせしたと

ころですが，延長に伴う学習課題や健康状態確認等について，次の通り行いますので，よろ

しくお願いいたします。 

 

１ 家庭学習課題について 

 

  休業期間前期分（５月１１日～１５日）について，下の表のようにお渡しします。御足 

労をおかけしますが，保護者の来校をお願いします。 

日時 時間帯 場所 備考 

５月７日（木） （両日とも） 

８：３０～１０：３０ 

１４：４５～１６：４５ 

各教室 
５月６日までの課題を担任に

渡してください。 
５月８日（金） 

※上記日時・時間帯に来校できない場合は，学校までご連絡ください。 

 

   休業期間後期分（５月２１日～５月３０日）については，家庭訪問時（５月１８日～ 

２０日で計画中）に届けるよう計画中です。（家庭訪問についての地区割等詳細は，後日 

連絡します。） 

 

２ 児童の受け入れについて 

 

  児童会に登録している児童，特別支援学級に在籍する児童のうち，自宅等で過ごすこと 

が困難な場合の受け入れを継続して行います。新たに希望される場合は，事前に学校に 

電話してください。（電話の際、受け入れ希望日を併せてお知らせください） 

・受け入れ時間…８時３０分～１２時 

（８時３０分から９時までに学校に来させてください） 

 ・「児童会ノート」に，帰宅時間と帰宅方法を記入してください。（学校でも確認します） 

 

３ 家庭での健康観察について 

 

  ５月分の「健康観察カード」を児童の学習課題とともにお渡ししますので，朝の検温と 

健康状態チェックを続けて行ってください。 

 学校からは，次の日に電話による健康状況把握を行います。 

 １回目…５月１３日（水）～１４日（木） 

 ２回目…５月２８日（水）～２９日（木） 


